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平
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内
閣
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臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

町

村

�

孝

殿

衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
内
閣
総
理
大
臣
談
話
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
内
閣
総
理
大
臣
談
話
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
①
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
内
閣
総
理
大
臣
談
話
」
に
つ
い
て
は
、
法
令
上
の
定
義
は
な
い
が
、
お
尋
ね
の
「
拘
束
す
る
」
及
び
「
継
承

す
る
必
要
が
あ
る
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。

一
の
②
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
に
内
閣
総
理
大
臣
が
発
表
し
た
談
話
に
は
、
閣
議
決
定
さ
れ
た
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
存
在
す
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
議
員
柿
沢
未
途
君
提
出
「
戦
後
七
十
年
」
の
談
話
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
内
閣
衆
質
一
八
六
第
七
七
号
）
一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。


